
緊急事態宣言地域

特定（警戒）都道府県 感染拡大注意都道府県
感染拡大観察都道府県

（宮崎）

判
断
基
準

累積数、感染経路不明の割合、増加の勢いが著しい
状況。
直近１週間の感染者も判断基準とする。

新規感染者の数などが
特定（警戒）地域の「半分」程度であること。

新規感染者数が一定程度確認されているが、
感染拡大注意地域の水準に達していない。

・感染状況のモニタリングを継続。
・新しい生活様式徹底
・必要に応じ自粛を要請

新しい生活様式を徹底。

外
出

法に基づき外出自粛を要請
・不要不急の県をまたぐ移動や３密の場所への
　移動は徹底して避ける。
・必要に応じて外出自粛の要請。

・特定警戒地域及び拡大注意地域との
　県をまたぐ移動を避ける。
・３密の場所への移動を徹底して避ける。

仕
事

出勤者数の７割減を目指す 在宅、ローテーション、時差出勤、自転車通勤等を推進
必要に応じて、在宅、ローテーション、時差出勤、
自転車通勤等を推進

クラスター恐れや３密は自粛要請。
その他は予防指針を踏まえた対応。

上記以外は、主催者に対して身体的距離の確保や基
本的な感染対策の実施、業種ごとのガイドライン等を
踏まえた対応等を求める。

一定規模のイベントの開催については、リスクへの対
応が整わない限り中止または延期するよう求める。

業種ごとのガイドライン等を踏まえた対応を求める。

参加者は１００名以下、収容人数の５０％以下を目安
とする。
（※１００人収容会場→５０名以下で実施）

新型コロナウィルス都道府県３区分

解除地域

基
本
方
針

新規感染者数を劇的に抑えるため、
接触機会の８割減が目標。

新しい生活様式実践例（リンクこちら）

業種ごとのガイドライン

イ
ベ
ン
ト

クラスター発生の恐れのあるものや、
３密の集まりは法の定めにより自粛要請

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200514.pdf

